
１．家賃は、毎月5日までに当月分を納付すること。

２．

３．

４．住宅または共同施設の保管義務および修繕費用負担義務を誠実に履行すること。

５．15日以上住宅を使用しないときは、市長に届け出ること。

６．住宅を他の者に貸し、または、その入居の権利を他の者に譲渡しないこと。

７．

８．住宅以外の用途に使用しないこと。

９．
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12.市が大規模修繕・建替え等を実施する時は、協力すること。

前条項のほか、川西市市営住宅の設置および管理に関する条例及び同施行規則、
公営住宅法の規定を守ること。

入居者が前各号に定める義務を履行しないときは、保証人が入居者に代わってこ
れを履行し損害を賠償すること。

様式第6号

誓　　約　　書

入居から3年を経過し、収入基準を超過する収入があると決定された場合は、収
入超過者の家賃を支払い、かつ明け渡しの努力をすること。

入居から5年を経過し、2年続けて高額所得者収入基準を超過する収入があると決
定された場合は、住宅を明け渡すこと。

住宅の模様替・増築、名義人の変更、同居等に関しては、あらかじめ市長の許可
を受けること。

住宅を退去し、又は明け渡すときは、5日前までに市長に届け出て、住宅の検査
を受けること。

保証人名義人　　　　　　　　　　　　　　　実印

保証人名義人　　　　　　　　　　　　　　　実印

　上記の事項を遵守することを誓約いたします。

　　平成　　　年　　　月　　　日

　　川西市長　大塩　民生　宛

入居名義人　　　　　　　　　　　　　　　　実印

様式５


